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産業政策は従来、主に国によって担われ

ることが多く、その最大の目的は日本産業

の国際競争力の向上にあった。高度成長期

に立案・施行された新産業都市・工業整備

特別地域（新産・工特）政策や、80 年代の

テクノポリス・頭脳立地政策などのように、

地域間の経済格差の是正を図る政策も一部

には存在したものの、基本的にはそれらも

国全体の産業構造の高度化を主目的とし、

それと地域の産業活動環境の整備を結合さ

せたものと見ることが出来る。 

しかし、東京を筆頭とした大都市圏への

産業・経済活動の集中と、地方圏経済の停

滞が従来以上に顕在化する中で、地域経済

の自律的な発展にむけた産業の振興がより

一層緊急性を高めてきている。山本謙三「東

京一極集中論の虚実～地方創生は一にも二

にも産業競争力の強化～」（『地銀協月報』

2016 年 3 月号）では、現在起きている現象

は東京一極集中ではなく、中核 4 域 7 県（東

京圏 4 都県、大阪府、愛知県、福岡県）お

よび 10 数大都市への凝縮であるとした上

で、東京都においても、他地域からの人口

流入が生産年齢人口の減少を補いきれなく

なってきつつあることを明らかにしている。

その上で、地方からの人口の流出の最大の

要因は、地方と中核 4 域の所得格差であり、

地方圏の一人当たり所得を引き上げること、

地域の比較優位を最大限活かして産業競争

力を高めることの必要性を指摘している。

それらの実現のためのプロセスとして、地

域産業政策は産業・人口・雇用の全てを追

求するのではなく、まずは少ない人口で高

い生産性を実現し、その後時間をかけて雇

用が増えるプロセスが重視されなければな

らないと主張している。 

木村元子「地域産業政策における地方自

治体の役割に関する一考察」（『政経論叢』

第 84 巻第 5･6 号）においては、国によって

主導される地域産業政策は産業基盤の底上

げには貢献した反面、国が選定する競争力

向上に望ましい産業分野が、地域の自然環

境や社会風土にふさわしいという考えは希

薄であった点を指摘している。その上で、

産業政策が奏功している事例として東京都

墨田区を紹介しつつ、政策の主体として、

地域の諸条件を知悉する基礎自治体の役割

の重要性を指摘している。 

地域産業の振興に向けてイノベーション

重視し、それを政策的に後押しする方向性

が模索されて久しいが、それらを検証する

論文も見られる。洞口治夫「日本における

イノベーション政策と産学官連携～「知的

クラスター創生事業」の軌跡と教訓～」（『イ

ノベーション・マネジメント』第 13 号）で

は、文部科学省による知的クラスター創生

事業の詳細な分析を行っている。その中で、

選定された事業において煩雑な事務手続き



に忙殺される様子や、後にノーベル医学・

生理学賞を受賞する京都大学山中伸弥教授

の iPS 細胞研究の指定漏れを例に、産業

化・実用化との距離の見極めの難しさから

真に学術的価値が高い研究を対象と出来て

いない可能性等を問題点として指摘してい

る。 

 地域経済の活性化に向けて産業の振興が

重要であることは論を俟たないが、政策が

振興に明確に寄与したか否かに関しては、

議論が分かれるところである。産業活性化

の手法として、企業誘致に対する補助金等

の政策的インセンティブの提供は未だに多

用されている。しかし誘致の際に脚光を浴

びた地域が、その後どのような経路をたど

っているかについては、十分に検証されて

いるとは言いがたい。実際に、シャープの

基幹工場の立地を多大な経済的インセンテ

ィブを通じて実現した三重県亀山市は、そ

の後同社の業績悪化・生産拠点の再配置の

影響をうけ、工業出荷額がわずか数年でピ

ーク時の６割程度にまで低下した。地域資

源との連携が希薄な企業の立地は、こうし

たリスクと常に隣り合わせであることに留

意する必要がある。 

繰り返し論じられていることではあるが、

つまるところ産業振興は、地域の有する資

源の潜在的な可能性を引き出す形で行われ

ないと、持続性を担保することが難しい。

また上記洞口論文の指摘にもあるように、

国主導で行われる産業政策においては特に、

手続きの煩雑さや不十分な発見能力が、効

果をあげる上での阻害要因となっている面

は否定できない。これは施策の実施主体と

適用対象者の間に、情報の非対称性がある

（それゆえに詳細な計画や進捗報告が求め

られ、執行手続きの煩雑さを強めている）

ために生じていると考えられるが、それが

政策目的達成の大きな阻害要因になってい

るとすれば問題である。 

本来の政策目的の実現に向けて、モラル

ハザードを惹起することなく、しかし受益

主体の創造性や自由度を損ねることがない

産業振興の手法開発が、従来以上に求めら

れている。各地域が有する資源や、直面す

る課題は千差万別である。上からの類型化

に基づいて、一定の型にはめ込みながら施

策を実施するのではなく、極力現場の創意

工夫が活かされる政策の開発が待たれる。 


